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 土土地地区区画画整整理理事事業業でではは換換地地計計画画やや仮仮換換地地指指定定ななどどのの審審議議をを行行ううたためめ、、ままたた地地域域のの方方のの

ごご意意見見をを事事業業にに反反映映ささせせるるたためめのの機機関関ととししてて、、土土地地区区画画整整理理審審議議会会をを設設置置ししてていいまますす。。

岩岩沢沢北北部部地地区区のの審審議議会会委委員員ににつついいててはは、、本本年年６６月月４４日日ををももっってて５５年年間間のの任任期期がが満満了了すするる

ここととかからら、、改改選選にに伴伴うう選選挙挙をを実実施施ししまますす。。今今回回ののニニュューーススでではは選選挙挙のの手手続続きき及及びび日日程程にに

つついいてて特特集集ししてておお知知ららせせししまますす。。  

 

★選挙期日★ 平成２７年５月１７日（日） 
  
  
  
  

  土土地地区区画画整整理理審審議議会会はは、、土土地地のの所所有有者者及及びび借借地地権権者者かからら選選出出さされれるる「「権権利利者者委委員員」」とと、、

土土地地区区画画整整理理事事業業にに関関すするる学学識識及及びび経経験験をを有有すするる方方のの中中かからら市市長長がが選選任任すするる「「学学識識経経験験

者者委委員員」」でで構構成成さされれまますす。。  

岩岩沢沢北北部部地地区区ににつついいててはは権権利利者者委委員員８８名名、、学学識識経経験験者者委委員員２２名名のの計計１１００名名がが、、飯飯能能市市

のの条条例例（（施施行行規規程程））にによよりり定定数数ととししてて定定めめらられれてていいまますす。。    

今今回回選選挙挙すするる委委員員数数はは、、権権利利者者委委員員のの定定数数ででああるる８８名名（（ううちち所所有有権権委委員員７７名名、、借借地地権権

委委員員１１名名））でですす。。ななおお学学識識経経験験委委員員ににつついいててはは、、土土地地区区画画整整理理法法にによよりり市市長長がが任任命命すするる

こことととと定定めめらられれてておおりりまますすののでで、、選選挙挙のの対対象象ととははななりりまませせんん。。  

  

  
  

●所有権又は借地権のある人 ● 
 

  所所有有権権又又はは借借地地権権ををおお持持ちちのの方方はは、、各各１１個個のの選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権をを有有ししまますす。。所所有有権権

とと借借地地権権がが共共ににああるる人人はは、、所所有有すするる権権利利にに対対ししそそれれぞぞれれ１１個個のの選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権をを有有

すするるここととににななりりまますすがが、、ここのの場場合合ににはは両両方方のの権権利利をを兼兼ねねてて候候補補者者ととななるるここととははででききまませせ

んん。。ななおお、、登登記記簿簿上上のの土土地地所所有有者者がが既既にに死死亡亡ししてていいるるののににももかかかかわわららずず、、相相続続登登記記ががすす

んんででいいなないい場場合合はは、、原原則則ととししてて選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権をを行行使使すするるここととははででききまませせんん。。ままたた、、



未未成成年年者者、、成成年年被被後後見見人人又又はは被被保保佐佐人人、、禁禁固固以以上上のの刑刑にに処処さされれそそのの執執行行をを終終わわるるままでで又又

ははそそのの執執行行をを受受けけるるここととががななくくななるるままででのの人人ににつついいててはは、、被被選選挙挙人人ととななるるここととははででききまま

せせんん。。  

未未登登記記のの借借地地権権をを有有すするる方方はは、、借借地地権権のの申申告告をを行行ううここととにによよりり選選挙挙人人のの資資格格をを得得るるここ

ととががででききまますすがが、、すすででにに借借地地権権申申告告をを提提出出ししてていいたただだいいてていいるる方方でで申申告告のの内内容容にに変変更更がが

なないい場場合合はは、、ああららたためめてて提提出出ししてていいたただだくく必必要要ははあありりまませせんん。。ななおお、、３３月月３３日日かからら４４月月

８８日日ままでではは借借地地権権申申告告のの受受付付がが停停止止さされれまますす。。  

  ● 共有者又は共同借地権のある人 ● 

  土土地地のの共共有有者者又又はは共共同同借借地地権権者者のの場場合合、、選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権はは共共有有者者のの方方々々のの代代表表者者

がが行行使使すするるここととににななりりまますす。。  

  ここののたためめ、、選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権をを得得るるたためめににはは、、共共有有者者のの中中かからら代代表表者者をを選選出出しし、、代代

表表者者選選任任通通知知書書（（所所定定のの用用紙紙あありり））をを当当事事務務所所へへ提提出出ししてていいたただだくく必必要要ががあありりまますす。。代代

表表者者選選任任通通知知書書のの提提出出にによよりり代代表表者者ととししてて定定めめらられれたた方方がが、、選選挙挙権権及及びび被被選選挙挙権権をを有有すす

るるここととににななりりまますす。。ななおお、、被被選選挙挙権権をを行行使使すするるたためめににはは、、立立候候補補のの届届出出期期間間内内にに代代表表者者

選選任任通通知知書書及及びび立立候候補補届届出出書書のの提提出出がが必必要要でですす。。  

● 法人 ● 

 候補者となる場合は、立候補届のほかに法人の印鑑登録証明書やその法人の代表者で

あることを証明する資格証明書などを提出していただきます。 

 選挙権は、その法人の指定する方が有しますが、投票時にその権限を証する書面を提

出していただくことになります。 
★ 立 候 補 届 出 期 間 ★ 

平成２７年４月１３日（月）～４月２３日（木） 
  
 
 

  選選挙挙にに伴伴うう各各種種のの公公告告はは、、市市役役所所前前のの掲掲示示場場及及びび飯飯能能市市土土地地区区画画整整理理事事務務所所にに掲掲  

  示示ししてて行行いいまますす。。  

   

  土地の共有者及び共同借地権のある方については、代表者選任通知書を提出しないと 

選挙権及び被選挙権を行使することができません。この通知書は選挙期日まで提出する 

ことができますが、関係者の実印の押印と印鑑登録証明書を添付していただくことにな 

りますので、早目の準備をお願いいたします。用紙は土地区画整理事務所に備え付けて 

ありますので、必要な方はお申し出ください。 

 すでに提出していただいている方で、代表者に変更がない場合には、あらためて提出 

していただく必要はありません。 

代表者選任通知書の提出について  



 

 

事   項 期日・期間 事務の概要 

選挙期日の公告 ２月１０日  選挙を行う旨の公告をしました。 

選挙人名簿縦覧期間 

（異議の申出期間） 

３月１２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２５日 

 この期間、選挙人名簿の縦覧を行いま

す。 

場所：飯能市土地区画整理事務所内 

時間：午前８時３０分～午後５時１５分 

  （土曜日・日曜日も行います） 

 名簿には、３月２日（選挙人名簿作成基

準日）現在の土地所有者及び借地権者が記

載されます。 

 名簿に記載された土地所有者及び借地

権者の方だけが、選挙権者及び被選挙権者

になることができます。 

 選挙人名簿に記載漏れや誤りがある場

合の権利者の異議申出は、この縦覧期間中

に受け付けます。 

選挙人名簿確定の公告 

選挙する権利者別委員

の定数の公告 

４月１３日 

 この日に選挙人名簿確定の公告をしま

す。また、所有権者及び借地権者から選挙

する委員の定数も公告します。 

立候補届出期間 

４月１３日 

 

 

 

 

 

 

４月２３日 

 委員に立候補される方は、この期間内に

飯能市長宛てに立候補の届出をしてくだ

さい。また、候補者を推薦される方は、候

補者の承諾書を付けて届出してください。 

届出場所：飯能市土地区画整理事務所内 

時  間：午前８時３０分～午後５時１５分 

  （土曜日・日曜日も行います） 

立候補者の公告 

又は 

投票を行わない旨の公告 

４月２４日 

 候補者の氏名、住所を公告します。 

 候補者が定数に満たない場合又は定数

と同じ場合は投票を行いませんので、その

旨を公告します。 



選挙場、投票時間、 

開票日時の公告 
４月２８日 

 選挙場（投票場）、投票時間、開票の日

時を公告します。 

選挙執行通知書 

（入場券）の送付 
４月２８日 

 選挙権を有する方に選挙執行通知書（入

場券）を送付します。 

選挙日 

（投票、開票） 
５月１７日 

 投票場、投票時間等は入場券にてお知ら

せいたします。投票終了後、開票を行いま

す。 

当選人の決定の公告、 

通知 
５月１８日 

 当選人の氏名、住所を公告し、当選人に

当選人決定通知を送付します。 

 

 

○○建建築築行行為為（（開開発発行行為為等等））をを行行うう際際ははごご注注意意願願いいまますす  

☆☆土土地地区区画画整整理理継継続続地地区区☆☆  

土土地地区区画画整整理理事事業業のの施施行行地地区区内内ににおおいいてて建建築築行行為為（（開開発発行行為為））ややブブロロッックク塀塀ややフフェェンン

スス等等工工作作物物のの設設置置ををししよよううととすするる場場合合はは、、土土地地区区画画整整理理法法第第７７６６条条のの許許可可申申請請がが必必要要とと

ななりりまますす。。建建築築行行為為等等ををごご検検討討さされれてていいるる方方はは、、必必ずず計計画画をを具具体体化化すするる前前にに土土地地区区画画整整

理理事事務務所所ににごご相相談談くくだだささいい。。  

☆☆土土地地区区画画整整理理除除外外地地区区☆☆  

  土土地地区区画画整整理理事事業業かからら除除外外さされれたた地地区区でで建建築築行行為為等等をを行行うう場場合合はは、、都都市市計計画画法法にに基基づづ

くく建建築築制制限限をを受受けけるるここととににななりりまますす。。建建築築等等ををごご検検討討さされれてていいるる方方はは、、必必ずず計計画画をを具具体体

化化すするる前前にに土土地地区区画画整整理理事事務務所所ままたたはは都都市市計計画画課課ににごご相相談談くくだだささいい。。  

○○権権利利変変動動のの届届出出ののおお願願いい  

土土地地区区画画整整理理地地区区内内のの土土地地のの権権利利にに関関しし、、変変動動（（所所有有権権移移転転、、住住所所変変更更等等））ががあありりまま

ししたたらら必必要要書書類類（（登登記記事事項項証証明明書書等等））をを添添付付のの上上、、土土地地区区画画整整理理事事務務所所ままでで届届出出ををおお願願

いいししまますす。。  

☆☆保保留留地地（（宅宅地地））公公売売ののおお知知ららせせ  

土土地地区区画画整整理理事事務務所所でではは、、笠笠縫縫・・双双柳柳南南部部地地区区でで保保留留地地（（宅宅地地））をを公公売売ししてていいまますす。。

土土地地ををおお探探ししのの方方はは土土地地区区画画整整理理事事務務所所ままででおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。  
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